
「医療系介護報酬改定のポイント」2012 年 4 月版 正誤及び追補  
(2012.５.２現在) 

 
頁 訂正箇所 誤 正 

３ 上から７行目 …127 号（2012 年３月 13 日） …91 号（2012 年３月 13日） 

７ 表中、２級地の現行比 ＋5.8％ ＋4.2％ 

43 下から８行目 
エ．介護保険で退院時共同指導加算を請求する

月には、アに該当する場合を除き… 

エ．介護保険で退院時共同指導加算を請求す

る月には、イに該当する場合を除き… 

47 下から 17 行目 (２人以上による場合)  体制届出 (２人以上による場合) 

53 下から２行目 
護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホー

ム、サービス付き高齢者向け住宅又は１日高 

護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホ

ーム、サービス付き高齢者向け住宅又は旧高

75 下から８行目 
ウ．指導及び助言を行った月から翌々月までの

３月間は、当該加算は算定できない。 

指導及び助言を行った月の翌月から翌々月ま

での２月間は、当該加算は算定できない。 

115 上から６行目 
ホ 選択的サービス複数実施加算 体制届出

【新設】 
ホ 選択的サービス複数実施加算 【新設】

115 下から 15 行目 へ 事業所評価加算 100 単位  
へ 事業所評価加算 100 単位 → 120 単

位 

130 

131 

132 

「個別リハビリテー

ション実施加算」欄中 
１日につき＋８０単位 1 回につき＋８０単位 

185 上から９行目 医師又は歯科医師の指示を受けた… 歯科医師の指示を受けた… 

265 上から９行目 医師又は歯科医師の指示を受けた… 歯科医師の指示を受けた… 

336 上から 17 行目 イ．在宅復帰要件 イ．在宅復帰要件（いずれも満たすこと） 

336 下から 12 行目 エ．重度者要件 エ．重度者要件（いずれかを満たすこと） 

337 上から 15 行目 
②在宅復帰支援機能加算（５単位/日）につい

ては、従来型は算定できなくなった。 

②在宅復帰支援機能加算（５単位/日）につい

ては、従来型及び在宅強化型は算定できなく

なった。 

337 上から 16 行目 
③加算対象は従来型及び在宅強化型のみで、療

養型及び療養強化型では算定できない。 

③加算対象は従来型のみで、在宅強化型、療

養型及び療養強化型では算定できない。 

366 上から８行目 
（6）介護保険施設サービス費（Ⅱ）の介護保

健施設サービス費（ⅱ）又は（ⅳ）… 

（6）介護保険施設サービス費（Ⅲ）の介護保

健施設サービス費（ⅱ）又は（ⅳ）… 

378 表題 
介護療養型老人保健施設サービス費への加

算・減算等 
介護保健施設サービス費への加算・減算等 

 
最新の正誤表は、保団連のホームページ（http://hodanren.doc-net.or.jp/）でも紹介していきますので、ご確認ください。 


